
はじめに

デモクラシーの思想にはさまざまなバリエ

ーションがある。そのいずれにも共通する考

え方は、政治的決定が市民に対する単なる押

し付けであってはならないということ、政治

的決定が強制ではないことを証明するには市

民による討議が必要であるということであ

る。デモクラシーの理念は、公共圏における
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討議という構想を内包している。そして、デ

モクラシーの理念に含まれる討議を強調する

のが討議デモクラシーの理論である。政治社

会の重要な方向性や公共政策の意志決定過程

に対して公共圏における討議が決定的な影響

力を持つという点にデモクラシーの本質を見

いだすのが討議デモクラシーの理論である。

討議デモクラシーの構想には規範的意味が

含まれている。討議デモクラシー論は、政治

的決定を戦略的行為に還元する理論を否定す

るからである。社会選択理論は、個人の選好

の集合を合理的な公共選択と見なして議論を

進める。だが、討議デモクラシー論にとって

重要なのは、市民が自己の利益や意見を公共

の討議のなかで十分に吟味し熟慮したうえで

意志決定を行なうという点にある。したがっ

て、討議デモクラシー論の想定は次のような

ものである――公共圏における討議を通じて

市民は政治的決定が当事者全員によって受諾

可能な決定かどうかという観点から吟味す

る。その結果として集団の意志決定の正当性

が承認されるのは、討議過程の参加者全員が

納得できる論拠によって政治的決定が裏付け

られていると認められる場合に限る。ただし

そのさい、すべての討議参加者にとって有利

な決定であるかどうかは別の問題である。討

議の結論が民主的であるかどうかは、市民全

員が討議に参加しているかあるいは市民の代

表が市民全員の同意を取り付けうる結論を下

すか、そのいずれかの場合である。だが、こ

のような想定の実現は困難であり、規範的な

理念と見なすべきである。

政治的決定を裏付ける論拠に賛成あるいは

反対の意見を表明するためには、公共圏にお

ける討議が行われなければならない。この公

共圏における討議の方法については、討議デ

モクラシーの理論家が詳しく論じている１。

そのなかでも、ユルゲン・ハーバーマスのコ

ミュニケーション的行為の理論は、討議デモ

クラシー論に大きな影響を与えてきた２。ハ

ーバーマスの理論は、意見や行為の合理性が

適切な論拠によって裏付けられなければなら

ないという議論から出発する。討議の参加者

は「より良き論拠が持つ強制のない強制力」

にのみ基づいて合意を得ようと努めるという

のがハーバーマスの基本的な考え方である。

討議デモクラシー論は、公共圏における討

議を通じてはじめて政治的決定の論拠が合理

的なものと見なされ、政治的決定の結果の正

当性が承認されるという考え方を前提とす

る。政治的決定の論拠は当事者全員にとって

説得力のあるものでなければならならない。

政治的決定の説得力を決定づけるうえできわ

めて重要な問題は、討議の「質」、言い換え

れば討議の条件である。したがって、この討

議の質について認識論的あるいは論理的に考

察しなければならない。

ところで、デモクラシーの理念にはもう一

つの重要な構想がある。市民が自分たちで自

分たちの法を作るという自己立法の理念であ

る。自己立法の理念が意味するのは法の正当

性だけではない。法が市民に対して押し付け

られた単なる暴力ではなく市民自らによって

制定されたものであるという自己立法の理念

は、法を遵守するための論拠を市民が獲得す

ることも意味する。

さらにデモクラシーの理念には人民の意志

という例の構想が含まれている。政治的決定

が正当性を獲得するのは公共圏における討議

を通じて政治的決定が下される場合だけであ

り、公共圏における討議を通じて市民と市民

の代表者は自己利益という狭隘な物の見方を

越えて社会全体の利益について反省しうる存

在になりうる、と主張するデモクラシーの理

論家もいる。

しかし、このようなルソーの市民社会を想

尚美学園大学総合政策研究紀要第９号／2005年３月

20



起させるデモクラシーについては懐疑的見解

を持つ理論家もいる。ジョン・ロールズであ

り、ハーバーマスである。デモクラシーをル

ソー的に解釈するのは危険であるという点で

ロールズとハーバーマスは一致している。デ

モクラシーのルソー的解釈にしたがえば、政

治的共同体の伝統の同質性や実質的価値や

「一般意志」なるものを政治的決定が体現す

るという意味合いをデモクラシーの理念は持

つことになるだろう。だが、こうした主張は

現代の多元的な社会では説得力を持たない、

とロールズとハーバーマスは考えている３。

討議デモクラシーの理論を考察するさいに

取り上げねばならない問題は、さしあたり、

次のようにまとめることができる。デモクラ

シーの中心的な理念、すなわち自分たちが服

従する法は自分自身で作るという自己立法の

理念は、現代の複雑で多元的な社会でなおも

信頼できる理念なのか。

公共圏における討議が何を意味するのかと

いう論点についての考察を進めるために、は

じめにカール・マンハイムの政治的議論に対

する懸念を取り上げることにする。

もともと政治世界での議論は学問世界での
議論とは根本的に異なった性格を持っている。
それは単に正当であることを求めるばかりでは
なく、敵対者の社会的存在や精神的存在の基盤
を粉砕することまで求める。したがって、ごく
少数の精選された「観点」からのみ思考し、あ
る論議の「理論的適切さ」のみを考察する類い
の議論に比較すると、政治世界での議論が思考
の存在基盤に浸透する度合いは、はるかに強い。
それに、政治上の葛藤はそもそものはじまりか
ら社会的優越を目指す闘争の合理化された形式
であるところから、それは敵対者の社会的地位、
公の威信、自信などに対して攻撃を加える。こ
の場合、葛藤の際の旧来の武器、つまり腕力や
弾圧の直接行使に代わって、議論というそれら

の昇華物あるいは代替物が用いられたことが、
人間生活の基本的向上に真に資するところがあ
ったかどうか、を決定することは困難である。
物理的弾圧はとても苦しいものであり、永久に
耐えうるものではない、というのはその通りで
ある。だが、それと比べても、すでにいろいろ
な場合に顕現してきた精神の壊滅意志の方が、
おそらくもっと耐え難いものであるに違いな
い。したがって、とくにこの領域で、ありとあ
らゆる理論面での論駁が、次第に敵対者の生の
状況全体に対するもっと根本的な攻撃に変えら
れ、敵対者の理論の打破とともに、彼の社会的
立場の損壊が望まれたとしても、別に不思議で
はない４。

マンハイムの議論は二つの世界大戦に挟ま

れたドイツ政治という特殊な状況に対する応

答かもしれないが、それにとどまらず、政治

的議論のきわめて重要な特徴を適切に捉えて

いる。政治的議論は「根本的」なレベルで相

争う当事者間で行なわれる。これは政治にお

ける討議の意義を主張する者にとって重大な

事実である。解決しがたい意見の不一致が社

会のなかに潜在していた根深い分裂を加速

し、社会の不安定と敵意を増大させる。そう

した状況のもとでは、個々の集団や党派は自

分たちの偏狭な利益を追求しようと待ち構

え、チャンスを窺う。そうなると互いに協力

して何事かを成し遂げる可能性や社会の安定

が脅かされる。

（１）

政治的議論が持つ特徴、すなわち「根本的」

なレベルで相争う当事者同士で行なわれると

いう特徴を考慮に入れるならば、討議のコン

トロールが必要であると主張するのがロール

ズである。討議のコントロールのためにロー

ルズはいわばルールとしての役割を果たす

「理性的議論の基準（precepts of reasonable dis-

cussion）」を提案する５。ロールズの主張によ

れば、この「理性的議論の基準」は討議の参
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加者に対する禁止事項を定めるものである。

具体的には「自己利益や集団の利益、偏見、

先入観、イデオロギー的な盲目、幻惑などに

捕らわれている」という非難の応酬を討議の

参加者に対して禁止する。ロールズによれば、

こうした非難の応酬は「知的戦争」にも等し

い。その代わり、討議の参加者に求められる

のは、討議の結果たとえ不一致が解消されな

いという事態になろうとも事態を受け入れる

用意だけの心構えであり、同時に討議の相手

の「誠実さ」を信頼することである。

ロールズのこの考え方に対してはさまざま

な反論が可能だろう６。一つは、怒り、不満、

ユーモア、恐れ、喜び、屈辱などの「非理性

的」な要素が政治的議論に関わることは正当

ではないのかという疑問である。ロールズの

基準からすれば、情念に突き動かされた人々

は討議への参加を許されないのかという疑問

を提起することもできる。

政治的議論ではしばしば「私たちは何をす

べきか」という道徳的問いが議題に上る。し

かし、こうした道徳的問題を討議するさいに

「理性的議論の基準」を用いて当事者の実感

や体験などの「非理性的」な要素をきれいさ

っぱり消去してしまうならば、厄介な感情の

軋轢や利害関係の複雑な錯綜とは無縁の討議

になり、当事者すべてが受け入れられる結論

に達することができるようにもみえてくる７。

公的な場であればあるほど個人的な思いを

持ちだすのを差し控えて、語る言葉もきわめ

て脱色された決まり文句ばかりが目立つとい

う情景を比較的よく目にする。ここには、

個々人の行為を支えている価値や判断基準、

すなわち「私たちは何をすべきか」という道

徳的問題は個人の主観の問題だから、討議の

場に主観的価値観を持ちだしても不毛な議論

になるだけであるという一種の倫理的相対主

義が背景にあると考えることもできる。特定

の状況におかれた特定の個人にかかわるだけ

の限定された意識として理解された道徳意識

は、個人の好き嫌いの問題、個人の都合不都

合の問題とみなされるかもしれない。道徳意

識は「人にはいろいろな事情がある」という

反応を引きだす価値相対主義によって決着を

見るか、公的な討議の場に私的事情をもちだ

す「公共心の欠如」、「住民エゴ」などの非難

の応酬を引き出しかねない。

ロールズの「理性的議論の基準」は討議の

質を高く維持するあまり道徳意識が討議の過

程に入り込む余地を制限するという難点があ

る。デモクラシーの理念をまじめに受け取る

ならば、私たちひとりひとりが「語る権利」

をもっている。ひとりひとりが自分の思い、

立場、賛否の態度を明らかにする権利をもっ

ており、他人と意見が異なるからこそ討議が

必要になる。自分の生活全体にかかわる価値

観や怒り、非難、不満、義務感などの道徳意

識をはっきりと口に出して「私たちはどう生

きるべきか」という倫理的問題を真正面から

見据えることがデモクラシーの理論には求め

られるだろう８。

ロールズの「基準」によってどのような政

治的行動が禁じられるだろうか。例えば、市

民的不服従は「非理性的なもの」と見なされ

るかもしれない。実際の政治の場面ではその

ように見なされることもある。しかし、市民

的不服従は目下進行中の討議過程の一部とし

て考えることも可能である。市民的不服従と

いう「不法」で「非理性的」な政治的行動に

よって不満や怒りの激しさを明確に表明する

ことが社会の政治的決定の方向性を修正する

ことにつながるかもしれない。

ロールズの「理性的議論の基準」は、さら

に重大な問題を抱えている。たしかに、ロー

ルズの「基準」が認める振る舞いや行動は文

字通り礼儀をわきまえた議論を可能にするだ
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ろう。マンハイムの「多元主義の事実」は、

ロールズの理論においては「理性的な多元主

義の事実（fact of reasonable pluralism）」に置き

換えられる９。「現代の民主社会における理性

的で包括的な宗教的教義、哲学的教説、道徳

的教説の多様性は、早晩消えてなくなるよう

な単なる歴史的条件ではない。それは、デモ

クラシーの公共的文化の恒久的特徴なのであ

る 10」。多元主義の条件のもとでは、道徳的

真理や宗教的真理をめぐる争いは未解決のま

まである。デモクラシーの社会の存続のため

には、さまざまな包括的教義の異なる価値同

士の併存を前提としたうえでなおかつ「重な

り合う合意（overlapping consensus）」を可能に

する正義の構想を必要とする 11。「すべての

市民が承認するような理性的な宗教的教義、

哲学的教説、道徳的教説は存在しないから、

よく秩序づけられたデモクラシーの社会にお

いて認められる正義の構想はいわゆる『政治

的なものの領域』とその価値に限定された構

想でなければならない 12。」ロールズにおけ

る「政治的なもの」とその正義の構想はさま

ざまな世界観の間の重なりあっている部分と

してあり、各世界観にうまく嵌め込まれるも

のである。ロールズの正義の構想は世界観的

コンテクストからも独立して理解される。

だが、たとえ討議の参加者がロールズの

「理性的議論の基準」に従ったとしてもマン

ハイムの問題がすべて解決されるわけではな

い。というのも、ロールズが「重なり合う合

意」の「中立性」によって政治的な議題設定

から取り除こうとした社会的コンフリクトの

元となる問題の数々は価値や利益や選好に関

連しているだけではなく、価値や利益や選好

を支えている幅広い自己理解やコミットメン

ト、言い換えれば倫理的問いに関連している

からである。文化的集団、人種的集団、民族

的集団、宗教的集団などの集団が複数存在す

る社会において政治的機会や政治的庇護がど

のような条件のもとで誰に対して提供される

べきかについての政治的議論は、利益や政策

の選好の問題であるだけではない。しばしば

相争う当事者間の相互の世界観が問題とな

り、場合によっては、相手の世界観を否定す

るためにさまざまな政治的地位を要求する政

治的闘争に発展するかもしれない。

（２）

エイミー・ガットマンの主張はロールズと

は異なり、討議の参加者が礼儀をわきまえた

態度で振る舞いなさいという要求ではない13。

むしろ、前政治的な規範的基準というべきも

のであって討議の参加者が相互に尊重しうる

理性的な立場や主張のあり方を認識するため

の基準である。この規範的基準に合致しない

立場や主張は討議のなかで表明することが認

められない。ガットマンの規範的基準という

考え方に従えば、討議は「理性的な差異を尊

重する議論の応酬 14」である。

ガットマンによれば、この相互尊重は自分

自身の立場を提案するさいには誠実さとし

て、他者の立場を把握するさいには寛大さと

して理解される 15。しかし、これだけでは何

が理性的な立場を形作り、したがって何が尊

重に値するのかを決定するために用いられる

規範的基準の定義としては不十分である。ガ

ットマンは次のように述べている。「私たち

が知るかぎり、何の罪もない人を殺すこと、

恣意的な逮捕、体系的な欺瞞といった政治的

実践を正当化する理性的な社会正義は存在し

ない 16」。この基準によれば、例えば奴隷制

を容認する考え方は「非理性的」であり、討

議の場で口にすることが禁じられていると理

解できる。ガットマンは、理性的な主張か非

理性的な主張かという区別に基づいて討議の
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参加資格を決定しようと試みている。ガット

マンの主張に従えば、奴隷制を弁護する意見

の論拠がどのようなものであれ、奴隷制を弁

護する意見は明らかに非理性的であり、討議

の正当な参加者ではなく、参加資格を認める

ことはできないということになる。ただし、

ガットマンの「相互尊重」は討議の参加者に

対して、奴隷制を是認する人々の見解に対す

る「寛大さ」を要求している。だが、討議の

参加者は討議の場に奴隷制を是認する人々が

参加することを承認するかどうかという問題

の取り扱いにさいして奴隷制を是認する人々

を尊重する必要はない。

ガットマンの議論は、討議の領域をきわめ

て狭く制限することになる。たしかに、政治

的議題設定から奴隷制や人工妊娠中絶といっ

た重大な倫理的問題に関する不一致を排除す

るだろう。だが、倫理的問題に関する不一致

は競合する利益や価値に関わっているだけで

はなく、世界観にも関わっている。したがっ

て、政治的討議は文化的多元主義がもたらす

さまざまな問題群に直面した途端に無力にな

る。あるいは、奴隷制を主張する人々を討議

の場に受け入れて奴隷制賛成論者の立場が間

違っていると説得しようと試みることも可能

かもしれない。ただし、説得が成功するため

には、討議の参加者は奴隷制を主張する人々

の世界観を転覆しなければならない。奴隷制

賛成論者の世界観の中では奴隷は人間の定義

から外れており、したがって正義や不正の主

体でも客体でもないからである。その結果、

奴隷制は不正義であるということを奴隷制賛

成論者に納得させるためには人格や道徳主体

を始めとする人間に関する基本概念を支える

世界観を転覆する必要があるだろう。ここで

ふたたび政治的議論に関するマンハイムの懸

念が重要な意味を持つ。

次に、ハーバーマスの議論を取り上げる。

ハーバーマスの議論もまた討議の条件に関す

る議論の一つであるが、礼儀をわきまえた主

張であるかどうかという「理性的議論の基準」

ではなく、また理性的な主張であるかどうか

という「相互尊重」でもなく、討議に参加す

る人々が他者を説得しようと試みるときに働

くある種のメカニズムに注目するところに特

徴がある。

ハーバーマスはコミュニケーション的行為

と戦略的行為とを区別している。コミュニケ

ーション的行為が戦略的行為と本質的に違う

ところは、戦略的行為が命令などによって聞

き手の意志決定に影響力を行使し、自分の目

的を貫徹しようとするのに対して、コミュニ

ケーション的行為はそのような力づくではな

く、「妥当要求」を掲げたうえで、その承認

を相手に求めるという納得づくのやり方をと

る点にある。ハーバーマスによれば、すべて

の発言は三種類の「妥当要求」、すなわち

（１）自分は真理を表明している、（２）自分

は正しい規範に従っている、（３）自分は意

図通りのことを誠実に述べている、という三

種類の妥当要求を掲げてこそ発言として意味

を持つ 17。

命令の形をとっていても発言がコミュニケ

ーション的行為ならば、批判可能な妥当要求

を掲げているので、聞き手はそれに対してそ

の命令がなぜ間違っているかについて論拠を

あげて自分の批判的態度を表明することがで

きる。ところが、命令が戦略的行為として表

明されているのであれば、命令に従わない場

合は制裁を加えるという問答無用の脅しが発

言の背後にある。コミュニケーション的行為

を行う行為者は議論の相手を目的として、つ
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まり合理的判断の能力をもつ尊重されるべき

自律的主体として見ている。戦略的行為を行

う行為者は議論の相手を手段として、つまり

自分の目的追求を制限するものであるか容易

にするものであるかのどちらかの存在として

見ている。日常の相互行為は基本的にこの二

つの行為の組み合わせとして考えることがで

きる。ハーバーマスによれば、コミュニケー

ションは単に論理的な推論として理解される

だけではなく、論拠を提供する行為として理

解されなければならない。コミュニケーショ

ンはある要求が妥当であると認めるための

「合理的な動機」を聞き手に提供するためで

ある。その妥当要求は受け入れられたならば、

相互主観的な拘束力を獲得することができ

る。このようにして行為者は合意を形成する

ために相互主観的な拘束力、言い換えれば

「より良き論拠が持つ強制のない強制力」に

訴えるのである 18。

繰り返しになるが、討議デモクラシーの理

論を考えるさいに浮かび上がってくる問題は

デモクラシーの中心的な理念が現代の多元的

な社会においてなおも信頼できるものなのか

ということである。

さて、ハーバーマスは、現代社会の複合性

という問題をデモクラシーの規範的枠組みに

導入しようと試みている 19。現代社会では、

市民全員が討議するために集まることは不可

能である。討議の過程は、家や職場での会話

を含むさまざまな集会へと分散していかざる

をえない。さらに大きな討議の場はさまざま

な非形式な自発的結社やさまざまな組織のな

かに存在している（労働組合、問題ごとに集ま

った社会運動、市民フォーラム、政治団体、その

他の集会、結社など）。マスメディアを通じて

情報が広まり、政府機関、関係法人、意志決

定団体（議会、内閣、官僚制、政党、労働組合）

という複雑なネットワークが存在している。

したがって、討議デモクラシーの理論が説得

力を持つには、現代社会の諸条件のもとで実

際の討議が複雑に分散しているという事実を

適切に取り扱わなければならない。ハーバー

マスは、自由平等な市民として自分たちの法

的・政治的状態は自分たちで組織するという

古くからのデモクラシーの理念を現代の複雑

な条件のもとで再生させようと試みている。

しかし、ハーバーマスによれば、デモクラシ

ーは社会全体を組織化することができない。

これは、自治（自己決定）という直接的形態

とデモクラシーによるコントロールを社会生

活の全領域へと適用することは不可能である

ということを意味している。なぜなら、デモ

クラシーが制御することもできない社会的複

合性という文脈のなかにデモクラシーが埋め

込まれているからである。社会生活全体はあ

まりにも複雑なので行為者のコントロールを

越えたものになっており、あらゆる行為の帰

結をコントロールすることはできない。その

代わりとして実行力を持った制度が大規模な

社会過程をコントロールしている。こうした

状況を扱う理論がなければ、討議デモクラシ

ーは意志決定に対する多くの「システム的制

約」を無視することになる。「システム的制

約」とは情報コストや決定コスト、能力や専

門知識や知識の偏りのある分布などを指して

いる。

政治的・法的制度は、現代社会の経験的事

実である社会統合の失敗を克服するために必

要なものである。つまり、政治的・法的制度

は認知的不確定性、動機の不確実性、道徳規

範の調整力の限界を埋め合わせると考えられ

ている 20。制度という媒介手段の必要性は次

のことを意味する。すなわち、政治生活の構

成要素はコミュニケーションに基づいた自由

な結社だけではないということであり、自己

立法はもはや社会全体をコントロールした
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り、構成したりすることはできないというこ

とである 21。デモクラシーは法治国家の制度

のなかで理解される必要がある。したがって、

法の役割は討議と可能にすることと複雑な社

会を統合することの両者として解釈されるこ

とになる 22。

ハーバーマスのデモクラシー理論の第二の

構成要素は法制定の過程を制御する権利の役

割である 23。ここでの権利とは、市民が自由

で平等な市民として実定法を作成するための

条件である。これらの権利には消極的自由、

構成員となる権利
シ　チ　ズ　ン　シ　ッ　プ

、裁判利用の保障、私的自

律や参加と社会福祉の権利などあらゆる権利

を含んでいる。ハーバーマスは、法と権利の

概念をコミュニケーションの一形式として捉

え、さまざまなコミュニケーション形式（例

えば政治的意志決定、立法、司法）の総体とし

て法治国家を考えている。市民の自己決定は

普通選挙への参加、議会などの諸機関での討

議や議決という制度的な形をとる。直接デモ

クラシーの場合には、市民が自分たちで集会

を開き、目に見える形で「自己決定」を行え

るが、現代の法治国家ではそのようなことは

ほとんど不可能である、とハーバーマスは認

めている。むしろ、議会などの討議機関、議

決機関や民間の団体などを通じて徐々に合意

が形成されるのであり、これをハーバーマス

は「主体なきコミュニケーション」の循環と

呼ぶ。誰が法規範を決めたのかが明確でない

ような「匿名性」の状況が支配する。人民主

権はもはや、いかなる個人にもいかなる特定

の個人からなる特定の集団にも位置づけられ

ていないからである 24。

これは、現代の複雑な社会におけるデモク

ラシーは討議のレベルと決定のレベルという

一種の分業を意味する。おそらく最も明快で

最も重要な区別は「弱い」公衆と「強い」公

衆というナンシー・フレイザーによる区別で

あろう 25。この区別は、事実上、ハーバーマ

スのデモクラシー論の二つの構成要素として

考えることができる。弱い公衆はその討議の

実践がもっぱら意見形成から構成されていて

意志決定を含んでいないような公衆であるの

に対して、強い公衆（例えば議会）は拘束力

を持つ決定を行うことができ、拘束力を持つ

決定を行うための制度として組織されてい

る。ただし、この区別はそれほど厳密なもの

ではない。場合によっては一般の市民も住民

投票を通じて政治的決定を行うことができる

からである。

ハーバーマスは、デモクラシーの理念を複

雑な社会において実現させるための説得力の

ある社会学的枠組みを提供している。現在の

ところ、複合性の問題に解決する制度的なモ

デルは法治国家以外には存在せず、法治国家

がデモクラシー的討議を可能にしたり制限し

たりする条件を立法化するとハーバーマスは

述べている。ハーバーマスの考えに従えば、

少なくとも原理的にはマンハイムの懸念を和

らげることができると思われる。

次に、ハーバーマスの理論の問題点につい

て検討する。

公共圏における討議を通じて市民と市民の

代表者は単なる自己利益という狭い物の考え

方を乗り越えて社会全体の利益について反省

する存在になりうるということを、これまで

多くのデモクラシーの理論家が主張してき

た。この主張がハーバーマスの政治的議論の

合理性と正当性の理論の核を為している。

（１）

ハーバーマスが提示したデモクラシーの概
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念は制限されている。討議の合理性および討

議を通じて獲得される合意を保証するために

は単なる形式的手続き的なコミュニケーショ

ンの条件だけで十分である、とハーバーマス

は述べているかのようである。さらにハーバ

ーマスは抗事実的（kontra-faktisch）な構築物

としての討議の形式的な性質に依拠すること

で現実の討議が合意形成に成功するか否かに

ついて判断することができるということを仮

定する。例えば、発言の機会と異議申し立て

の機会と論拠の提示の機会に関してすべての

発言者が平等でなければならないというルー

ルがそれに当たる。コミュニケーションの条

件は純粋に手続き的なものであり、合意形成

が成功するための討議のルールを意味してい

る。これはデモクラシー理論の基礎として十

分といえるのだろうか。この点は、ハーバー

マス批判のポイントの一つである。

リチャード・バーンスタインが述べている

ように 26、厳密な手続き主義的立場には利点

がある。コミュニケーション的行為の理論に

基づいて手続き主義という控え目な要求を掲

げることは、デモクラシーにおける意志形成

にとって重要な意味を持つ。手続き主義的立

場に立てば、デモクラシーが内在する自律性

の条件はあらかじめ善き生についての青写真

を展開しないことを意味するからである。同

じことがコミュニケーション的合理性一般に

も当てはまる。

しかし、ハーバーマスの主張がたとえ控え

目であったとしても、純粋に手続き的な合理

性の理論に共通する難問を回避できない。ま

ず、デモクラシーの基礎理論の完成度に対す

る疑いが生じるであろう。手続き的な討議の

条件はそれ自身の適切さの条件を規定するこ

とができない。すべての参加者が発言の機会

を獲得するというルールも場合によっては不

適切なものになりうる。なぜなら発言の機会

が適切な能力を伴わずに行使される場合があ

るからである。ルールや手続きは適切に解釈

され、適用される必要がある。ところが、解

釈と適用は形式的な条件だけでは特定できな

い認知的適切さについての基準を必要として

いる。

手続き的な理論に付随する第二の問題は、

手続きが正当性の基礎づけになりうるという

主張に関連している。手続き的正当性はデモ

クラシー的制度を支持するためには弱すぎる

だけでなく、二つの難問を抱えている。第一

に、討議のためのルールと手続きが討議を通

じて正当化されるという自己言及に陥る。た

だし、この自己言及のパラドックスはただち

に手続き的正当性を破壊するわけでない。た

しかに手続き的正当性は循環論法的なものと

なり、けっして自己充足しない性格が付与さ

れる 27。だが、この自己言及のパラドックス

は討議の継続の要請として解釈することも可

能である。

自己言及という第一の難問を肯定的に解釈

してもなお多数決原理に付随するパラドック

スと同様のパラドックスが討議の形式的基準

にも生じる。多数決原理が反デモクラシー的

な結果を生み出す状況を想定できるのと同様

に、合理的なコミュニケーションのための形

式的条件を完全に満たしながらも集団の議論

の結論が特殊な利害関心の表明にすぎない状

況を想定できる。ただし、この状況は手続き

的なルールの重要性が疑われるということを

意味するものではない。手続き的なルールは

あらゆるデモクラシー理論の核を為してい

る。だが、形式的で手続き的な条件が合意の

ために必要なあらゆる事柄を規定するなら

ば、対話や議論は不要になるだろう。それは、

カント的な意味での単独者が議論の帰結を推

論する状況に等しい。デモクラシーにおける

手続き的正当性は科学における真理とも異な
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るだろう。政治学とは何かという問いでさえ

政治的な問いであり、理論的な問いにとどま

らない。政治は二重に自己反省的な性格を持

っている 28。しかし、この政治の二重の自己

反省性は合理的なコミュニケーションの条件

が規範的役割を演じる可能性を排除するわけ

ではない。政治が恣意的なものであってはな

らないのであれば、合理的なコミュニケーシ

ョンの条件が政治的議論における信念と欲求

の形成を規制しなければならない。ここでも

また討議の質が論点として浮上する。

（２）

合理的なコミュニケーションの条件をもう

少し詳しく検討してみると、ハーバーマスが

単なる手続き主義者ではないことが明らかに

なる。この点を検討するにあたっては「普遍

化可能な利害関心」というハーバーマスの概

念が重要となる。利害関心が適切に解釈され

るためには、政治的コミュニケーションが形

式的かつ認知的な条件を満たさなければなら

ない。ハーバーマスの理論では政治的討議が

利害関心、欲求、動機に関する解釈を意味す

ることもまた重要となる。「不偏不党と言い

うるのは、すべての関与者に共通な利害関心

を明らかに体現しているが故に全員の合意を

得られるような規範、その限りで、相互主観

的な承認に値する規範をこそ、普遍化可能と

するような立場だけである 29」。それでは、

規範を普遍的であるどうかの基準はどのよう

なものなのか。ハーバーマスはこの基準を次

のように定式化する。「すべての妥当な規範

は、各々の個々人の利害を充足させるために

その規範に普遍的に従うことから生ずると予

期される結果や副次効果があらゆる当事者に

よって強制なく受け入れられうるという条件

を満足しなければならない 30」。この定式化

をハーバーマスは「普遍化原則」と呼ぶ。

だが、政治的討議の条件はデモクラシーの

純粋な手続き主義的理論や自由主義理論にし

ばしば当てはまるような特殊なものであって

はならない。手続き主義的理論はコミュニケ

ーションにおいて表現されるさまざまな利害

関心、動機、欲求の内容を排除するために、

「無知のベール」や「不偏不党性」といった

様々な装置を用いている。ハーバーマスの議

論もまた一種の排除原理として解釈すること

も可能である。ハーバーマスの有名な概念の

一つである「理想的発話状況」がまさに同じ

排除原理に相当するという解釈もありえよ

う。実際、マイケル・ウォルツァーがそのよ

うに解釈している 31。排除原理を備えたデモ

クラシー理論という疑いはさらなる非難を招

く。政治的討議の内容に対する手続き主義的

な制約がデモクラシーの範囲を狭く設定する

ことによって公共のコミュニケーションの過

程の内容や欲求や必要の内容をあらかじめ決

定してしまうのではないか。この排除問題に

突き当たるのが、「中立性」という制約を提

案したブルース・アッカーマンのデモクラシ

ー・モデルである 32。政治的議論が権力現象

をめぐるものである以上、中立性が求められ

る。同時にアッカーマンは、「われわれは不

一致についてはまったく何も言わずに、われ

われを対立させる道徳的理想を議題から取り

除くであろう 33」と述べる。合理的討議の観

点からすれば、デモクラシーの討議における

発言に対する制約として中立性は強すぎる。

現代社会は、さまざまな「生き方」が混在し、

対立し合う多元的な社会である。個人がその

なかで成長していく文化的な伝統や慣習がボ

ーダーレスな社会において互いに異質なもの

として衝突し合っている。多元的社会では何

が「善い生き方」なのかを一概に決めること

はできない。特定の文化的伝統や慣習に依っ
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て立つことは他の伝統や慣習を抑圧すること

につながりかねない。こうした状況のもとで、

政治的議論の内容は中立性の制約によって空

虚な形式的ルールにまで縮減するか、満場一

致ではないにしても幅広く議論されてきた事

柄についてのありきたりの議論に縮減するで

あろう。

アッカーマンの自由主義理論と比べて、ハ

ーバーマスは認知的内容についてより広く考

慮している。現代における伝統と慣習の危機

を克服するために、ハーバーマスは「ポスト

慣習的」道徳を構想している。そのさい、ジ

ャン・ピアジェとローレンス・コールバーグ

の心理学に依拠する。政治的議論の参加者が

自己の利害関心・必要・欲求を「ポスト慣習

的」道徳による正当化と公共圏の討議による

再解釈に従属させる限り、ある特定の利害関

心や必要や欲求が前もって排除されることは

ない 34。ロールズやアッカーマンといった自

由主義者のように討議の条件を排除原理とし

て用いるのではなく、ハーバーマスの「ポス

ト慣習的」なデモクラシーの討議の条件は合

理的合意に到達する過程の基礎を成す論拠と

動機を特定することに役立つ。

「ポスト慣習的」な討議理論は利害関心、

必要、欲求が討議過程そのものを通じて事後

的に形成されなければならないということを

要求する。さもなければ、手続き主義者はウ

ォルツァーがハーバーマスを批判するために

作り出したジレンマに陥ってしまう。議論が

制限されているがゆえに議論そのものが不要

になるか、逆に、何についてどのように語っ

てもよいがゆえにその結論が反デモクラシー

的なものや非道徳的なものに変わるか、とい

うジレンマである 35。ハーバーマスは前者の

問題を回避している。ハーバーマスはロール

ズのような純粋な手続き的原理を用いていな

いし、アッカーマンのような排除の原理を用

いていないからである。それに対して、デモ

クラシーの非認知主義的・相対主義的理論は

後者の問題から逃れられないであろう。例え

ばベンジャミン・バーバーの「強固なデモク

ラシー」がこれに当てはまる。バーバーの議

論では、「強固なデモクラシー」がコンフリ

クトと不一致を協力と合意に変換することが

想定されている。しかしこれは「独立した基

礎のない」認知的条件のもとで行なわれるデ

モクラシーの会話である 36。バーバーの議論

に付随する問題は討議の条件が認知的基礎を

持たないのでデモクラシーの実践が恣意的に

脅かされうることにある。基準や規範が明確

でないために、どのようなかたちの社会的コ

ンフリクトの解決であれ、どのようなかたち

の合意形成であれ、それがどれほど歪められ、

イデオロギー的であるにせよ、「デモクラシ

ー的」であると見なされうるからである。

ハーバーマスは「ポスト慣習的」解釈と正

当性の認知的基準に訴えるので、バーバーの

議論に付随する問題を回避できる。自己の必

要や欲求を「ポスト慣習的」に解釈すること

は、公共の討議において正当化される必要と

欲求だけが認められるということを意味する

からである。ただし、この討議の認知的条件

は必要と欲求を幅広く許容しており、公共の

討議による正当化の要請という条件があるも

のの、自己利益を前もって排除せず、討議に

先立つ事実は存在しない。討議が非道徳的な

帰結を許容するというジレンマについていえ

ば、この種の批判はデモクラシーの規範理論

の目的を誤解しているといえる。デモクラシ

ーの規範理論は真理の理論による命題の真理

性の保証と区別されるべきであり、現実のデ

モクラシー的実践の正当な帰結を保証するも

のではない。したがって、ハーバーマスのコ

ミュニケーション理論は排除原理を含み、あ

らかじめ収斂することが期待される意見だけ
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を想定しているという批判 37は当たらない。

ウォルツァーのジレンマ（手続き主義、さもな

ければ何でもよい）に代わるものはデモクラ

シーの議論の規範的理論である。この理論は

集団的な意志決定におけるコミュニケーショ

ンの統制理念を明らかにする一方で、必要や

欲求を前もって排除したり、決定したりしな

い。

「ポスト慣習的」認知的な討議の条件は手

続き主義のジレンマに対して解決の道を示す

だけでない。異なった選好を順序づけるさい

に生じるケネス・アローの難問にも新たな光

を与えるであろう。この難問が解決されるの

は、デモクラシー的な議論に参加する者が他

者との関わりにおいて自分の意志と判断を形

成すると想定する場合だけである。ハーバー

マスが述べるように、「討議によって正当化

される規範や普遍化可能な利害関心は非慣習

的な核を持っている。それらは経験的に与え

られたものではなく、単に仮定されたもので

もない。むしろ、それらは非慣習的なやり方

で、形成され、発見されるものである 38」。繰

り返しになるが、「普遍化可能な利害関心」

という概念は特定の利害関心や普遍的な人間

の価値や欲求などを前提としない。利害関心

や欲求は、社会的文化的に構成されたものと

して理解されなければならない。というのも、

「私は誰なのか」、「私は何を欲するのか」とい

う個人のアイデンティティは討議の過程を通

じて形成されるからである。討議の過程にお

いて、討議参加者は自己の利害関心や欲求や

必要を普遍化可能性という観点から合理的に

解釈するように求められる。自己の利害関心

や欲求の再解釈は公共圏における批判と議論

によってはじめて可能になる。批判と議論、修

正と再解釈を通じて「普遍化可能な利害関心」

に到達する。討議の参加者は自己の信念や欲

求を改訂し、自己の意志を形成し、暗黙の規

範の妥当性を評価し、自己の利害関心や欲求

を規範に照らして吟味する。したがって、討

議の目的は真の利害関心の発見ではなく、討

議参加者にとって最も重要な利害関心をいか

に理解するかという社会的な解釈である 39。

この点で、ハーバーマスがルソーと区別され

るだけでなく、ロールズとも区別される。

ルソーにとっての問題は、一般意志がすべ

てのことを決定できないという認識である。

一方、ハーバーマスにとっての問題は全体意

志から一般意志を切り離すことではなく、合

意形成によって解決されるのはどのような問

題であり、解決されないのはどのような問題

であるのかを見極めることである。討議の参

加者は当事者であり、単なる反省的な単独者

ではないから、政治的討議に対する制約は理

論的討議に対する制約とは異なる。かりに合

意形成に失敗しても政治的決定過程が頓挫す

るのではなく、討議の参加者はなおも妥協を

見いだすべく努力することができる。合意形

成と妥協は戦略的行為と社会的コンフリクト

に制限を加える。ゆえに、合意と妥協は討議

の形式を十分に言い当てている。理論的討議

の場合、例えば科学の場合、問題解決や要求

を先延ばしにできるかもしれない。しかし、

政治的討議においては互いに相容れず、合意

形成に失敗し（しかも妥協の余地もなければ）、

共通の意志が形成されず、社会的コンフリク

トが未解決のまま残り、政治的討議は頓挫す

る。

合意形成がデモクラシーの唯一の形式では

ないことを確認しなければならない。討議の

重心を合意形成の保証から妥協を含む討議の

継続の保証へと移動させるならば、討議が扱

う問題自体の性格が変わる 40。合意形成をも
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たらすものは何かということが問題ではな

く、討議を継続し維持する立場からすれば何

が許され、何が必要であるかということを考

察しなければならない。政治的判断の結果で

はなく、むしろ政治的判断への到達のための

過程が考慮されなければならない。妥協のた

めの制度もまた討議の条件によって構成する

ことができる。妥協は調停と交渉を通じて達

成されるが、ただ単に権力の均衡や解決不可

能な私的利害関心同士のトレードオフによっ

て達成されるわけではない 41。妥協にもデモ

クラシー的なものあれば反デモクラシー的な

ものもあり、合理的なものもあれば非合理的

なものあり、権力によって形成されたものも

あれば討議によって達成されたものもある。

討議の条件（とくに議題設定と互恵性42）は権

力の均衡の条件をつくり出す。第一に、純粋

に合意不可能である利害関心や必要に関する

ものでなければならない。第二に、議論の効

力が制度的に保証されていなければならな

い。その結果、妥協に到達しようとする過程

が単に形式的に正当であるだけでなく、実行

が約束される。第三に、交渉と調停のための

討議の認知的基礎は自己利益だけではない。

妥協の必要性に訴えることがすなわち、意志

決定過程からデモクラシー的討議の条件を取

り除くことを意味してはならない。妥協は、

その成果がのちの合意形成の可能性を危うく

するかたちで最終的な問題解決として見なさ

れてもならない。

合意形成や妥協は、現代の法治国家では議

会などの議決機関やその他の民間の団体など

を通じて徐々に達成される。誰が法規範を決

めたのかということが明確でないような「匿

名性」の状況が支配している。ほとんどの市

民の意見は討議を経験する前は未完成な状態

であり、討議を通じて初めて具体化するとい

うことは確かなように思われる。しかし、ハ

ーバーマスによれば、「世論」は独力で社会

全体をコントロールするのではなく、むしろ、

行政権力をある特定の方向に向けさせる働き

を持っている。世論は制度の舵を取って操る

のではなく、逆方向に舵を取って進行方向の

ずれを修正する、とハーバーマスは述べてい

る 43。これは、現代の複雑な社会における討

議のレベルと決定のレベルとの間の分業とい

う考え方の帰結と考えることができる。

しかし、世論の「軌道修正機能」という考

え方、あるいは世論は行政権力の介入をただ

単に修正するだけであるという考え方はデモ

クラシーの理念からすれば限定的である。ま

た、現代の複雑で多元的な社会における政治

生活は、分業というイメージが示唆するほど

調和的なものではないと考えることもでき

る。異なったタイプの多元主義、つまり相争

う意見や議論という多元主義の状況も連想す

ることができるだろう。ここでもまた政治的

議論に関するマンハイムの懸念が重要にな

る。まさにこの「多元主義の事実」が現実の

討議を終結させる多数決ルールを作りだすわ

けである。これが意味するのは討議を通じて

形成された多数者の支配である。これは、ハ

ーバーマスが認識していることよりもさらに

多くの問題を引き起こすように思われる。討

議の機会均等という条件が満たされない状況

のもとでは討議を通じて形成された多数者は

合理的な合意の間接的な指標にさえならな

い。このような場合、公共圏は非合理的な論

拠を濾過して取り除くという機能を果たせな

くなる。多元主義が相争う価値や利益という

状況を招くのであれば、公共圏はフレイザー

の「強い公衆」と「弱い公衆」という区別に

とどまらず、相争う公衆へと砕け散るであろ

う。
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おわりに

討議デモクラシー論が想定するのは政治的

決定の論拠について自由で開かれた討議の中

で市民が吟味できなければならないというこ

とである。経験的なデモクラシーの理論家

（例えばロバート・ダール）のように、ハーバ

ーマスはデモクラシーを可能にする社会的条

件や前提について考察を進めている。もちろ

ん、ハーバーマスの場合、デモクラシーを可

能にする社会的条件はコミュニケーションと

討議の構造に関わっている。デモクラシーの

経済理論家（例えばダウンズやシュンペーター）

のように、デモクラシーを達成する際の失敗

についてもハーバーマスは考察を進めてい

る。もちろん、彼はデモクラシーの失敗を市

場の視点からではなく、討議の参加者の間の

コミュニケーションの視点から論じている。

いずれにしても経験的なデモクラシーの理論

家やデモクラシーの経済理論家とは異なり、

ハーバーマスによるデモクラシーの再構成は

よりよいデモクラシーや市民の討議について

探究する試みを過小評価するのではなく、援

助し力づけるといえる。

本稿ではロールズの正義論やガットマンの

相互尊重論との比較、手続き的なデモクラシ

ー論との比較を通じてハーバーマスの理論の

妥当性を検討した。ハーバーマスのデモクラ

シー理論の意義とは現在の複合的社会という

状況に応じたコミュニケーション的理論の視

点からデモクラシー理論を体系的に再構成し

ようと試みていることにある。

公共圏における討議は何を意味するのか。

このことが討議デモクラシー論の妥当性を決

定する。討議に「高い」質を求めるならば、

多数の市民を排除することになる。しかし逆

に、討議の条件を緩やかにしすぎれば、現代

社会の課題にほとんど何も答えることができ

なくなるのである。
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